
６ 障害者の就労支援の推進等について 

 

（１）就労系障害福祉サービスの適正かつ効果的な実施 

① 全般的な事項 

（ア）第５期障害福祉計画最終年度における取組の着実な実施【関連資料１】 

○ 第５期障害福祉計画では、就労移行支援事業等を通じて、「令和２年度

中に一般就労に移行する者を平成 28 年度実績の 1.5 倍以上」とするこ

とを目標値として設定することを基本とし、この目標値を達成するため、

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５

割以上とすることを目指すこととしている。 

○ 一方、例年ベースで、一般就労への移行率別の施設割合の推移とみる

と、前年度の移行者数がゼロである事業所の割合について、都道府県毎

にバラツキがある状況にあることから、各地域においてその原因等の分

析を進め、対応策を検討していく必要がある。 

○ このため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、最終年度

である第５期の目標達成に向け、都道府県の労働担当部局、教育委員会

等の教育担当部局、都道府県労働局、医療機関等の関係機関との連携体

制を改めて確認し、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議

などにおいて、地域一丸となった一般就労への移行や定着に向けた方策

を検討していただくようお願いする。 

例えば、商工会議所などとも連携の上、地域の産業を把握し、障害者

が行える仕事の切り出しを整理した上で、職場開拓を行うことや、施設

外就労を活用することも有効であることから、このような取組も就労移

行支援事業所と連絡調整の上、進めていただきたい。 

 

（イ）第６期障害福祉計画基本指針案の考え方【関連資料２】 

○ 第６期障害福祉計画においては、「一般就労への移行」における就労移

行支援事業の取組を更に進めるとともに、就労継続支援の取組も評価し

ていくため、第５期の成果目標を整理・統合する中で、移行者数の目標

値において、 

・ 就労移行支援の目標を明確化するとともに、 

・ 就労継続支援Ａ型及びＢ型についても事業目的を踏まえた上で成果

目標を追加 

する予定である。 

○ また、就労定着支援の更なるサービス利用を促すため、利用者数を成

果目標として追加するとともに、定着率の数値目標については、平成 30

年度報酬改定の内容（就労定着率（過去３年間の就労定着支援の総利用

者数のうち前年度末時点の就労定着者数）に応じた基本報酬）に合わせ

て設定する予定である。 

○ 具体的には、新しい指針では、直近の状況等を踏まえ、令和５年度末
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における成果目標の設定を次のとおりとする。 

① 令和５年度中に就労移行支援等を通じた一般就労への移行者数を令

和元年度実績の 1.27 倍以上とすることを基本とする。併せて、就労移

行支援、就労継続支援Ａ型及びＢ型のそれぞれに係る移行者数の目標

値を定めることとする。 

② 就労移行支援については、一般就労への移行における重要な役割を

踏まえ、引き続き現状の利用者数を確保するとともに、移行率の上昇

を見込み、令和５年度中に令和元年度実績の 1.30 倍以上とすることを

基本とする。 

③ 就労継続支援Ａ型及びＢ型については、一般就労が困難である者に

対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施する

ものであることから、その事業目的に照らし、それぞれ、令和５年度

中に令和元年度実績の概ね 1.26 倍以上*、1.23 倍以上*を目指すこと

とする。 

＊ 就労継続支援Ａ型は、移行率が着実に上昇していくと見込み設定。就労継続支援Ｂ型は、

移行率は現状を維持するとともに、利用者が着実に増加していくと見込み設定。 

④ 就労定着支援の利用者数については、令和５年度における就労移行

支援事業等を通じた一般就労への移行者数のうち７割が就労定着支援

事業を利用することを基本とする。また、就労定着支援の就労定着率

については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事

業所を全体の７割以上とすることを基本とする。 

○ このほか、次の取組を進めることが望ましいことを新しい指針に記載

する予定である。 

① 農福連携の推進に向けた理解促進及び就労継続支援事業所等への支

援 

② 大学在学中の学生の就労移行支援の利用促進 

③ 高齢障害者に対する就労継続支援Ｂ型等による適切な支援及び高齢

障害者のニーズに沿ったサービスや支援につなげる体制構築 

 

（ウ）平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の影響【関連資料３】 

○ 就労系障害福祉サービスについては、平成 30 年度報酬改定において、

一般就労への定着実績や工賃実績等に応じた報酬体系とし、工賃・賃金

向上や一般就労への移行を更に促進させることとした。 

○ 平成 30 年 4 月と平成 31 年 4 月を比較すると、改定後の状況は次のと

おりであり、全国的に見ると、平成 30 年度報酬改定により見込んだ効果

は概ねあったと考えられる。 

・ 就労移行支援は、定着率の高い事業所・利用者が増加 

・ 就労継続支援Ａ型は、平均労働時間が短時間の事業所・利用者は減

少し、4 時間以上 5 時間未満、5 時間以上 6 時間未満の事業所・利用者

が増加 
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・ 就労継続支援Ｂ型は、平均工賃月額が高い事業所・利用者が増加 

・ 就労定着支援は、令和元年７月時点において、就労定着率７割以上

の事業所・利用者が８割超。 

 

② 各サービスにおいて留意いただきたい事項等 

（ア）就労移行支援【関連資料４】 

○ 平成 30 年度以降、全国の就労移行支援事業所数は減少傾向にあり、

既存事業所においても利用者の確保に苦慮している事業所が少なくない。

このため、地域においてハローワーク、就労継続支援事業所、特別支援

学校等の就労支援関係者によるネットワークを活用し、就労移行支援の

利用が見込まれる者の掘り起こし等を進めるとともに、地域において障

害者の就労移行に係るサービス基盤が引き続き確保されるよう留意願い

たい。 

○ また、大学（４年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を

含む。）在学中の者、一般就労しており休職中の者に対する就労移行支援

の利用については、定められた条件をいずれも満たす場合において、支

給決定を行っても差し支えないこととなっている。特に、発達障害等コ

ミュニケーション能力に困難を抱える学生に対しては早期に専門的な就

労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的

である場合もあることも踏まえ、これらの者の支援ニーズがあった場合

には就労移行支援事業所の利用が適切に行われるように市町村に周知い

ただきたい。 

○ さらに、就労中の就労移行支援の利用可否については、「就労移行支

援事業の適正な実施について」（令和元年 11 月５日付け障障発 1105 第

１号）において、市町村が、以下の３点を踏まえて就労中の就労移行支

援の必要性が認められると判断した場合は、就労中の就労移行支援の利

用を可能としている。 

・ 就労移行支援を利用することにより、勤務時間や労働日数を増や

すこと、又は新たな職種へ就職することにつながるか否か。 

・ 働きながら就労移行支援を利用することが利用者の加重な負担に

ならないか。 

・ 他のサービスや支援機関ではなく、就労移行支援を利用すること

が適当であるか否か 

市町村が必要性を判断するためには、例えば就労中の就労移行支援の

利用に関して当該利用者が就労している企業等の意向が十分踏まえら

れているか（就労移行支援を利用することによって、当該企業等が当該

利用者の勤務時間や労働日数を増やすことを予定しているか等）等を確

認した上で、慎重に判断されるように周知いただきたい。 

○ 最後に、就労移行支援の標準支援期間（２年間）を超えて更新を行う

場合や、就労移行支援の複数回利用希望があった場合の取り扱いに関し
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て、本年度市町村に実施したアンケート調査によると、自治体によって

は個別の対象者の状況を勘案せず、一律の取り扱いが行われているケー

スが見られた。就労移行支援の利用等に際しては、引き続き、市町村は

個々の対象者の状況を勘案してサービスの利用を判断いただきたい。 

 

（イ）就労定着支援【関連資料５】 

○ 就労定着支援の実施状況について、令和元年 11 月国保連データによ

ると、事業所数 1,162 事業所、利用者数 10,009 人となっている。就労移

行支援事業所が 3,132 事業所であることを踏まえると、地域における就

労定着支援の体制の中で、就労定着支援事業がその一翼を担えていない

現状が伺える。このため、各自治体においては、就労定着支援事業の整

備状況を踏まえつつ、改めて地域における就労定着支援の体制整備につ

いて、自立支援協議会等地域の関係者間で現状把握や認識共有、必要に

応じて対応策の検討等をお願いしたい。 

○ また、就労定着支援事業を終了し、なお支援が必要な者については、

障害者就業・生活支援センターに支援を引き継ぐ等、地域における就労

支援機関の連携が必要になるが、連携を円滑に進めるための情報共有や

支援の引き継ぎの方法等が未整理の地域も多いと考えられる。このよう

な地域においては、先に述べた地域における就労定着支援の体制整備と

あわせて障害者就業・生活支援センター等の就労支援機関との連携方法

についても関係者間で検討いただきたい。 

 

（ウ）就労継続支援Ａ型【関連資料６】 

○ 就労継続支援Ａ型における経営改善計画書の提出状況（平成 31 年 3

月末時点）については、実態把握を行った事業所のうち、提出の必要が

ある事業所は 66.2％（前回調査時：71.0％）であった。前回調査時と比

較して数値上改善はしたものの、依然として、経営改善が必要な事業所

が全国に多数ある状況である。また、平成 30 年度における就労継続支

援Ａ型事業所利用者の全国平均の賃金月額は 76,887 円、対前年比 2,802

円増（3.8％増）となっている。 

○ 改めて、経営改善計画書を提出させる取扱いは、事業所を廃止させる

ことが目的ではなく、あくまで健全な運営となるよう努力を促すことで

あり、各自治体においては、引き続き、工賃向上計画支援等事業も活用

しつつ、指導と支援という観点での取組を実施していただきたい。また、

そもそも管内の就労継続支援Ａ型の経営状況の事態把握が十分に実施

できていない自治体も見受けられることから、引き続き、管内事業所の

経営状況には注視していただきたい。 

○ なお、令和２年度においては、「工賃等向上に向けた全国的支援体制構

築モデル事業」として、全国の就労継続支援Ａ型事業所の経営改善を支

援（実効性ある経営改善計画の作成に向けた支援含む。）するためのモ
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デル事業を実施する予定である。 

 

（エ）就労継続支援Ｂ型 

○ 就労継続支援Ｂ型の利用については、改めて、次に該当する者であれ

ば、年齢に関わらず利用することが可能となっている。 

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用され

ることが困難となった者 

② 50 歳に達している者又は障害基礎年金 1 級受給者 

③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメ

ントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 

このため、現状において、就労継続支援Ｂ型については、高齢者、若

年認知症の方、高次脳機能障害の方など様々な状態の方が利用している

ことからも、その者の支援ニーズに応じ、他のサービスや事業に適切に

つなぐことができる体制の構築を進めることが重要である。 

○ また、平成 30 年度における就労継続支援Ｂ型事業所利用者の全国平

均の工賃月額は 16,118 円、対前年度比 515 円増（3.3％増）となってい

る。平均工賃月額は、平成 20 年度以降、毎年増加しており、制度創設当

初の平成 18 年度から 31.9％上昇している。各事業所や各地方自治体の

ご尽力により、就労継続支援Ｂ型事業所利用者の平均工賃はわずかずつ

増加してきているが、6.1％の事業所で平均工賃が５千円を下回っており、

その中には、運営基準で定める工賃の最低水準である３千円を下回って

いる事業所もあるので、引き続き、「工賃向上計画」に基づく着実な取組

の実施をお願いしたい。 

○ なお、本年度の「工賃等向上に向けた全国的支援体制構築モデル事業」

においては、既に各都道府県平均以上の工賃を実現している事業所に対

する更なる工賃向上支援のノウハウ構築を図っているところであり、当

該支援に係るガイドブック等が完成次第、情報提供させていただくので、

工賃向上計画支援等事業（基本事業）の取組などにも活用いただきたい。 

 

③ その他 

（ア）令和元年台風 19 号及び新型コロナウイルス感染症に伴う対応 

○ 令和元年台風第 19 号への対応については、障害福祉サービス等に関

する各種の事務連絡を発出しているところであるが、「令和元年台風第

19 号に伴う災害による指定就労継続支援Ａ型事業者の運営に関する基

準の取扱いについて」（令和元年 11 月 13 日付け厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）により、対象となる就労継続支援

Ａ型については、自立支援給付を利用者の賃金に充てることが可能とな

っているので、留意いただきたい。 

○ また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応については、障害福

祉サービス等に関する各種の事務連絡等を発出しているが、就労系障害
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福祉サービスに関しては、 

① 「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等

について」（令和２年２月 20 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課事務連絡）により、 

・ 就労継続支援Ａ型について、自立支援給付を利用者の賃金に充てる

ことが可能 

・ 就労継続支援Ｂ型について、災害時と同様に基本報酬の算定区分で

前々年度の平均工賃月額を適用すること等が可能 

・ 就労継続支援事業所及び就労移行支援事業所について、平時より在

宅でのサービス利用が一定の条件のもと可能となっているが、感染拡

大防止の観点から柔軟な取扱いが可能 

とし、 

② 「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等に

ついて（第２報）」（令和２年３月２日付け厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課事務連絡）により、 

・ 就労継続支援Ａ型における経営改善計画の作成について、柔軟な取扱

いが可能 

・ 就労継続支援Ｂ型について、災害時と同様に、事業所の職員の処遇が

悪化しない範囲で自立支援給付費による工賃の補填が可能 

としているので、留意いただきたい。 

 

（イ）在宅におけるサービス利用の積極的活用【関連資料７】 

○ 就労移行支援事業、就労継続支援事業において一定の要件を下で在宅

での就労支援を可能としているが、市町村によって取り組み状況にバラ

ツキがある。 

障害者の能力を活かした多様な働き方の一つとしてテレワークにおけ

る在宅就労の推進も注目されていることから、障害の種類に関わらず通

所による利用が困難な障害者に対しては、在宅での就労支援が可能な事

業所を積極的に利用できるように、市町村の理解を促す等、取組を強化

いただきたい。 

 

（ウ）暫定支給決定の実施について【関連資料８】 

○ 本年度市町村に実施したアンケート調査によると、市町村において本

支給決定に先立って本来行うべき暫定支給決定が実施されていないケー

スが見られた。 

本支給決定に先立って行うべき暫定支給決定に関して、アセスメント

と同等と認められる情報収集が行われていない場合には、暫定支給決定

を実施し、当該対象者のアセスメントを的確に行う必要がある。 

○ また、本支給決定の判断にあたっては暫定支給決定の実施結果をふま

えて、当該サービスの支援効果が見込まれるかを判断し、対象者にあっ
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たサービスの利用につなげる等の対応も必要である。 

改めて、暫定支給決定の目的を確認の上、引き続き、適正な暫定支給

決定の実施をお願いしたい。 

 

（エ）就労アセスメントの着実な実施【関連資料９】 

○ 就労継続支援Ｂ型の利用に係る就労アセスメントでは、一般就労への

移行の可能性も視野にいれた長期的な就労面に関するニーズを把握し、

就労継続支援Ｂ型における支援計画の検討に留まらず、他の就労支援サ

ービスの利用も含めた長期的な支援計画の検討を行う必要がある。 

改めて、就労アセスメントについては、単なる就労継続支援Ｂ型を利

用するための手続きではないことを認識の上、引き続き、趣旨に沿った

就労アセスメントの実施をお願いしたい。 

○ その際、各市町村における就労支援体制の実態にあわせて、就労移行

支援事業所に加え、必要に応じ実施機関の拡大を図るなど、就労アセス

メントの実施体制の強化を検討いただきたい。 

○ なお、就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業における支援を効果

的に実施するに当たっては、本人の能力や適性、状態等を的確に把握し

た上で、個別支援計画の策定を行えるよう、就労アセスメントを実施す

ることも重要である。 

 

 

（２）障害者の就労支援に係る予算事業の効果的な活用【関連資料 10】 

① 全般的な事項 

○ 障害者の就労支援に係る予算事業（工賃向上計画支援等事業、障害者就

業・生活支援センター事業、就労移行等連携調整事業）については、平成

29 年度から地域生活支援事業費等補助金のうち、国として促進すべき事業

として「地域生活支援促進事業」に位置づけた上で実施している。 

○ 令和２年度予算案において、工賃向上計画支援等事業における共同受注

窓口に関する事業及び在宅就業に関する事業については、特別事業から基

本事業に変更するとともに、事業内容の見直しを行うことにしている。引

き続き、工賃向上計画支援等事業をはじめとする障害者の就労支援に係る

予算事業の活用を検討していただきたい。 

○ さらに、事業実施に当たっては、その効果検証についても併せて実施し、

各都道府県においても事業内容の不断の改善等に努めていただきたい。な

お、特に工賃向上計画支援等事業については、国でも各都道府県における

事業効果を把握することとしているのでご協力をお願いしたい。 

   

② 各予算事業のポイント 

（ア）工賃向上計画支援等事業（基本事業） 

○ 従前より、基本事業として実施している工賃等向上事業（経営力育成
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支援、品質向上支援、事業所職員の人材育成支援、販路開拓支援等）に

ついては、引き続き、積極的に活用いただきたい。 

○ また、令和２年度から、在宅就業マッチング支援等事業について、位

置付けを特別事業から基本事業に変更している。在宅障害者に対するＩ

ＣＴを活用した就業支援体制の構築や販路開拓等を行うことにより、在

宅障害者が能力等に応じて活躍できる支援体制の構築を支援するもので

あり、在宅就業を推進に向け、積極的な活用をお願いしたい。 

○ さらに、共同受注窓口の機能強化事業についても、令和２年度から、

位置付けを特別事業から基本事業に変更し、全都道府県において、関係

者による協議体の設置による共同受注窓口の機能強化を図ることを目指

している。事業内容についても、障害者就労施設等に対する官公需や民

需の増進を図ることに加え、農福連携に係る共同受注窓口の取組を支援

することとしているので積極的に活用いただきたい。 

 

（イ）農福連携による就農促進プロジェクト等 

○ 「農福連携による就農促進プロジェクト」については、従来の支援に

加え、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせ、ブ

ロック単位でも開催できるよう、農福連携マルシェ開催支援事業を拡充

するとしている。 

併せて、共同受注窓口の機能強化事業の一環として、農福連携に対応

した地域関係者を結ぶ共同受注窓口の取組も支援することとしているの

で、引き続き農福連携の推進に向けて積極的に活用いただきたい。 

○ また、「林・水産業等向け障害者就労のモデル事業」については、農福

連携をはじめとする産業・福祉連携を推進するため、農業以外にも林業

や水産業等といった地域に根ざした第１次産業分野での地域課題解決型

の障害者就労のモデル事業を実施し、ガイドブック（事例集・マニュア

ル）の作成等を行うこととしている。厚生労働本省事業として実施する

のでご承知いただきたい。 

 

 （ウ）工賃等向上に向けた全国的支援体制構築モデル事業 

   ○ 令和２年度においては、工賃等向上に向けた全国的支援体制構築モデ

ル事業として、全国の就労継続支援Ａ型事業所の経営改善を支援するた

めに以下のような事業を実施する予定である。 

・ 全国のＡ型における経営改善の実事例を収集 

・ ５つのＡ型に対してモデル的に経営改善支援を実施 

・ Ａ型が自ら経営改善（異なる業種の法人からの事業承継を活用する

ことも含む。）に取り組む際のマニュアルを作成 

・ 都道府県等の指定権者がＡ型の経営改善を支援する際の経営改善の

見通しや状況に応じた支援マニュアルを作成 

従来同様、厚生労働本省事業として実施し、全国的な支援の横展開が
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図れるよう、支援ノウハウの構築を目指す予定であるのでご承知いただ

きたい。 

 

（エ）障害者就業・生活支援センター事業の推進 

   ○ 障害者就業・生活支援センターについては、障害者就業・生活支援セ

ンター事業（地域生活支援促進事業）を実施しているところであるが、

令和２年度においても、上限額（4,712 千円）の変更はないので、引き

続き、適切な予算の確保をお願いする。 

また、障害者雇用の進展等に伴い、職場定着の下支えとしての生活支

援の必要性も一層増していることから、必要に応じて、障害者就業・生

活支援センター体制強化等（都道府県任意事業）の活用も検討いただき

たい。 

 

（オ）雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 

○ 近年、ＩＣＴの発達、働き方の多様化などを背景に、重度の障害があ

る方も働ける社会が実現しつつある中で、重度障害のある方がより働き

やすい社会を目指すためには、就労支援の一環として、通勤や働く際に

必要となる介助などの支援の在り方は重要な課題となっている。 

○ そこで、通勤や職場等における支援について、雇用施策（職業安定局）

との連携のもと、雇用と福祉の両施策の取組を強化し、切れ目なく提供

されることを目指し、令和２年度においては、次の取組を実施。 

・ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充を図るとともに、 

・ 自治体が必要と認める場合には、地域生活支援事業の新事業により

各自治体が支援を行う 

○ 令和２年度は 10 月以降の本取組開始となるが、当該事業の内容につ

いては、実施要領案を確認の上、実施に向けて検討いただきたい。 

  なお、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」の今

後の予定（見込み）は、以下のとおりである。 

４～５月 自治体向けの本取組（特別事業＆障害者雇用納付金助成金（拡

充後））に係る説明会等を適宜実施 

６～９月 特別事業実施自治体において個別に取組スキームの調整等 

１０月以降 取組開始（予定） 

 

 

（３）障害者優先調達推進法に基づく取組の積極的な実施【関連資料 11】 

① 障害者優先調達を取り巻く状況 

（ア）優先調達の更なる推進 

○ 障害者優先調達の取組については、「公務部門における障害者雇用に

関する基本方針（平成 30 年 10 月 23 日公務部門における障害者雇用に

関する関係閣僚会議決定）」等において、国の機関等については、障害者
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の活躍促進の観点から、自らの障害者雇用の推進と併せて、「国等による

障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」（平成 24

年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推進法」という。）に基づく障害

者就労施設等からの物品等の調達についても着実に推進することとされ

ている。 

○ また、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」

（令和元年法律第 36 号）による改正後の障害者の雇用の促進等に関す

る法律（昭和 35 年法律第 123 号）第７条の３第１項の規定に基づき国

の機関等が作成する「障害者活躍推進計画」についても同様の趣旨から、

障害者優先調達に関する取組の記載を盛り込むこととしている。 

○ これらの経緯を踏まえ、障害者優先調達については、より一層の推進

が求められている状況である。 

 

 （イ）平成 30 年度の調達実績について 

○ 平成 30 年度の都道府県における調達実績は、約 24.8 億円、市町村に

おける調達実績は約 128.3 億円であり、国等も含めた合計では約 178.4

億円と、平成 29 年度から約 0.5 億円増加したところであり、障害者優先

調達推進法施行後、５年連続で増加している。 

○ 一方、前年度よりも実績が落ちている自治体、実績が低い自治体や実

績がない自治体も散見されるところである。先述した障害者優先調達を

取り巻く状況を十分踏まえ、各自治体においては、調達実績について検

証いただき、次年度の調達促進に活かしていただきたい。 

 

② 調達方針の策定 

 （ア）調達方針の 100％達成 

○ 都道府県別の調達方針の作成状況を見ると、管内全ての市町村が作成

しているところもあれば、作成率が低いところもあり、平成 31 年３月 31

日時点における調達方針の作成率は、市町村で 96.2％となっている。 

○ 調達方針の作成は、法に定められた義務であることから、地域に障害

者就労施設等がない場合でも、例えば障害者就労施設等において生産さ

れている災害用備蓄物品等を購入するなど、自ら率先して調達を推進し、

これを呼び水に、民間部門へも取組の輪を広げることが重要である。ま

た、障害者就労施設等において様々な生産活動における活躍の機会を得

ることで、能力が高まり一般就労につながる障害者もいることを認識し、

調達方針の作成を徹底していただきたい。 

○ なお、例年お願いであるが、令和２年度（2020 年度）の調達方針につ

いては、今年度中に作成することが望ましいが、遅くとも 2019 年度の出

納整理期間が終わる 2020 年５月には、未作成の市町村も含め作成率

100％を目指し、速やかな作成をお願いする。 
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 （イ）目標達成に向けた取組姿勢 

○ 各自治体においては、障害者優先調達推進法に基づく取組を更に推進

する必要があり、各自が定める「調達方針の目標を達成」できるように

取り組んでいただきたい。その際には、積極的に障害者就労施設等から

の調達を行うために、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第

16 号の２を適用して、障害者就労施設等との随意契約を行うこと等を検

討いただきたい。 

 

③ 優先調達の推進に向けた取組 

 （ア）全庁的な取組や更なる調達の推進について 

○ 都道府県等における物品等の調達は様々な分野で行われることから、

調達の促進を図るためには、福祉部局だけではなく、契約主体となり得

る全ての部局において積極的に発注に取り組むことが必要である。 

○ 各都道府県におかれては、出先機関等も含めた全庁的な調達の促進に

取り組むことができるよう、調達推進体制の整備や調達事例の提供など

に積極的に取り組んでいただくとともに、管内市町村等に対しても、全

庁的な取組が行われるよう周知いただきたい。 

 

 （イ）共同受注窓口の活用 

○ 共同受注窓口については、基本方針において、契約上障害者就労施設

等からの直接の調達とはならない場合であっても、結果的に障害者就労

施設等が供給する物品等の調達となっている場合には、障害者就労施設

等からの調達に準じて取り扱うこととされており、調達実績に含まれる

こととなる。 

○ 共同受注窓口は、量や質の担保のみならず、好事例の共有など、各事

業所の質の向上にも資するものであり、工賃向上計画支援等事業の基本

事業においても共同受注窓口を活用した品質向上支援に係る経費を補助

対象としているので、積極的に活用いただきたい。 

○ また、令和２年度予算案においては、「共同受注窓口の機能強化事業」

を特別事業から基本事業に位置付けを変更するとともに、全都道府県で

事業を行なうことができるよう、大幅に拡充しているので、各都道府県

においては、積極的に当該事業を活用いただきたい。 

○ なお、いくつかの自治体においては、共同受注窓口や特例子会社等に

ついても地方自治法施行令第 167 条の２及び地方自治法施行規則第 12

条の２の３の規定に基づき、随意契約の対象とする認定の手続きをとっ

ているので、参考にしていただきたい。 

 

 （ウ）その他取組事例 

○ 厚生労働省においては、障害者優先調達の推進のために種々の取組を

行ってきたところであるが、今年度、初めての取組として、各府省庁と
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障害者就労施設等との「橋渡し」を目的に、府省庁の調達担当者と障害

者就労施設等の担当者を集めた情報交換会（令和元年 10 月 28 日）を開

催したので、自治体における実施を検討いただきたい。 

○ また、官公庁からの発注事例としては、報告書・冊子・ポスター等の

印刷や、庁舎の雑草駆除等の役務に加え、公園管理等の業務委託や、イ

ベント等で使用する備品等の購入、小型電子機器の再資源化処理の委託

などが挙げられ、自治体では共同受注窓口を活用した取組や分割発注を

行うなどの工夫を行って調達実績を上げているところもある。 

○ 各都道府県等におかれても、庁内における発注事例を収集し、各部局

に情報提供するなどの取組をお願いしたい。 

 

（４）その他 

 ① 障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチームについて【関連資料 12】 

○ 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（令和元

年法律第 36 号）に係る法案審議における衆議院、参議院両院厚生労働委

員会の附帯決議において、「労使、障害者団体等が参画して、雇用施策と福

祉施策の一体的展開の推進を審議できる体制を速やかに整備し、制度の谷

間で働く機会を得られない、又は必要な支援等がないために継続して働く

ことができない等の障害者の置かれた現状を解消するため、通勤に係る障

害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始す

ること」等とされている。 

○ こうしたことを踏まえ、まずは障害者に係る雇用施策と福祉施策の連携

強化に向けた論点を整理するとともに、総合的に必要な検討を行うため、

厚生労働大臣をトップとする「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本

部」の下に「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」を設置し、

検討を行っている。 

○ 「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」において、障害者の

就労支援に関する、雇用と福祉の一体的展開の推進に係る諸課題の一つと

して、「通勤や職場等における支援の在り方」についても検討してきた。 

○ 今後は、主な検討事項を中心に検討を進め、本年夏頃までを目途に、今

後関係者により更に検討を進める事項などの整理等をする予定である。 

 

② 就労移行等実態調査について 

○ 就労移行等実態調査については、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ

型、就労定着支援、生活介護、自立訓練（生活訓練、機能訓練）を対象と

して、退所理由及び就職者の状況、就労移行支援事業所別の一般就労移行

率、サービス提供状況等を確認するために、例年実施してきたところであ

るが、都道府県等及び事業所の業務負担等を考慮して、当該調査は当分の

間実施を見送ることとする 

○ また、当該調査によって把握していた数値については、他の調査を活要
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することを基本とし、第５期障害福祉計画の実施状況把握に必要な数値に

ついては、別途実施している障害福祉計画に関するフォローアップ調査に

より代替することとする。 

○ なお、第５期障害福祉計画の成果指標の１つである就労定着支援事業の

職場定着率（就労定着支援事業による支援を開始した時点から一年後の職

場定着率を八割以上）については、下記の計算方法により把握することと

するのでご留意いただきたい。 

（計算方法） 

「ⓐ就労定着支援事業所における利用開始時（就職後６月後とは一致し

ない場合がある。）から１年を経過した者（当該年度に達した者であり、当

該時点で就労定着支援を利用していない者を含む。）」のうち、「ⓑ当該時点

において一般就労中の者」の割合（ⓑ／ⓐ）とする。 

 

③ 会計検査院からの指摘（就労移行支援事業の適正な実施）について 

○ 就労移行支援事業については、会計検査院からの指摘により、適正な就

労定着者に基づいて就労定着支援体制加算が算定されていなかった事案

や一部の市町村において、就労移行支援事業所から利用者の就職状況の市

町村への報告がなかったため、市町村が支給決定を行った利用者の就職状

況が把握できていなかった事案が明らかになったことから、「就労移行支

援事業の適正な実施について」（令和元年 11 月５日付け障障発１１０５第

１号障害福祉課長通知）を発出しているところである。 

○ 本通知においては、就労移行支援の利用者の就職状況の把握、一般就労

へ移行した際の就労移行支援の利用及び就労移行支援サービス費の基本

報酬の算定区分の届出に関する取扱いを示しているので、改めて確認いた

だき、就労移行支援事業の適正な実施について配慮いただきたい。 

47



-

-

-

-

48



- -

-

-

-

-

-  

49



-  

-

50



- -

-

-

-

-
-

-

-

51



- -

-

-

52



53



-

54



-

-

-

-

55



  

56



 

  

57



58



-

-

-

-

-

-

-

59



- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

      

-

- -

60


